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 家庭用エアゾル製品中のメタノール検査において，公定法のガスクロマトグラフ水素炎

イオン化検出器を用いる測定の際に，メタノールとほぼ同じ保持時間のピークを検出する

事例が見られた．この場合における確認試験として，パックドカラムと測定条件を変更す

る分析方法が定められているが，結果の判明までに時間がかかる．より簡便で検査にかか

る時間も短縮できる方法として，キャピラリーカラムを使用した分析法を検討したところ，

確認試験に適用できた．今回の事例のメタノールとほぼ同じ保持時間の物質は，メタノー

ル検査において妨害物質として報告されているジメチルエーテルと一致した． 
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はじめに  

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関す

る法律」により，家庭用エアゾル製品のメタノ

ール含量（5 W/W%以下）とその検査法（以下，

公定法という）が定められている．この公定法

でメタノールの定性と定量は，ガスクロマトグ

ラフ水素炎イオン化検出器（GC-FID）を用いる

2 つの測定条件（操作条件 1 および 2）により行

われるが，操作条件 1 ではメタノールとほぼ同

じ時間に検出される妨害物質としてジメチルエ

ーテル（DME）が報告されている 1,2)．操作条

件 1 の測定で陽性となる場合，メタノールと妨

害物質の判別を目的とした操作条件 2 での測定

を続けて行うが，操作条件 1 と同じ装置で測定

しようとすると，カラムの交換，エイジング等

に時間がかかる．近年はキャピラリーカラムを

使用する分析が主流となっており，パックドカ

ラムを使用できる機器は減少している．そこで

本研究では，確認試験を迅速に行うためキャピ

ラリーカラムを使用した分析法の検討を行った． 
 

方 法 

１．試料 

家庭用品メタノール分析公定法の操作条件 1
でメタノール標準の保持時間と近似の位置にピ

ークが見られるエアゾル製品． 
 
２．標準溶液および試薬 

1) 標準溶液 

メタノールは和光純薬工業（株）製インフィ

ニティピュア（高純度試薬）を用い，公定法に

従い調製した．DME は東京化成工業（株）製東

京化成特級を用い，冷却したエタノール中に噴

射し，溶解させて調製した． 
2) 試薬 

精製水は，メルクミリポア（株）製の超純水

装置から得られたものを用いた．エタノールお

よび塩化ナトリウムは，和光純薬工業（株）製

試薬特級を用いた．消泡剤は同社製生化学用を

用いた．ヘキサンは，同社製残留農薬・PCB 試

験用(5000 倍)を用いた． 
 
３．試験溶液の作製 

 公定法による方法および公定法を簡易に改変

した方法により，2 つの試験溶液を調製した． 
1) 試験溶液 1 






